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年頭のごあいさつ
会長、課税第二部長、熱田税務署長、名古屋税理士会熱田支部長

輝かしい栄誉

税制研修会（署長講演）、大規模法人等合同講演会・税務研修会

税制改正要望活動

女性部会コーナー
10月研修会、12月研修会

SHINWA WALK　～伝説そぞろ歩き

税務署からのお知らせ

ダイレクト納付のご利用を！

NOTE、地域社会貢献活動

県内中小企業の景況

会員手帳が新しくなります

経理担当者研修会、「税を考える週間」広報活動、
「税に関する作品」発表

支部の動き、新会員紹介

お知らせのページ
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年頭のごあいさつ
会　長

安井　香一

　令和３年の年頭にあたり、謹んで新年のごあいさ

つを申し上げます。

　会員の皆さまをはじめ関係各位におかれましては、

日頃から熱田法人会に対して格別のご支援・ご協力

を賜り、厚くお礼申し上げます。

　さて、昨年を振り返りますと、新型コロナウイル

ス感染症が短期間で全世界に広がり、日本でも４月

16日には全国に緊急事態宣言が発出され、外出の自

粛や事業者への休業要請など私たちがこれまで経験

したことのない事態となりました。

　緊急事態宣言は５月末に解除されましたが、感染

防止対策として、三密防止やソーシャルディスタン

スの確保等が掲げられ、各種行事やイベント開催に

も大きな制限がかかり、当会でも、定時総会を少人

数での開催とさせていただいたほか、定時総会記念

講演会、夏期講演会及び決算期説明会については開

催を中止せざるを得ない判断をさせていただきまし

た。

　その後、当会では独自の「新型コロナウイルス感

染防止対策ガイドライン」を策定し、感染防止対策

を徹底して講演会や研修会などの行事を再開してま

いりました。会員の皆さまには、参加人員の制限や

会場での検温・手指消毒など感染予防対策等、大変

ご迷惑をお掛けする中、多くの方にご参加をいただ

き、心からお礼申し上げますとともに、今しばらくは、

感染防止対策を講じた事業活動を続けることになり

ますので、ご理解いただきますようお願い申し上げ

ます。

　一方、緊急事態宣言の発令下の４-６月期の実質

GDP成長率のマイナス幅は、リーマン・ショック後

の2009年１-３月期を上回るなど、生産、輸出、消

費の落ち込みが激しく経済活動にも大きな影響を与

え、皆さまの事業においても大変ご苦労をお掛けし

たものと推察いたします。

　幸いにも経済情勢は持ち直しつつあるものの、感

染症影響前の水準までの回復には至っておらず、海

外の感染状況の影響もあり、先行きは不透明な状況

にあります。

　ところで、間もなく所得税等の確定申告時期を迎

えます。例年、確定申告相談は外部会場で開催され

ておりますが、本年の確定申告会場ではソーシャル

ディスタンスなど新型コロナウイルス感染症対策が

取られると伺っており、例年以上の混雑が予想され

ます。このため、税務ご当局は国税庁ホームページ

やスマホ利用によるe-Taxの利用推進を図っておら

れ、熱田法人会ではこの取り組みに協力していくこ

ととしており、昨年11月11日と12日に税を考える週

間とe-Taxの利用推進について広報車による広報活動

を実施しました。会員の皆さま自身や従業員の方で

確定申告を予定される方がお見えになりましたら、

これらの方の健康と安全を守るという観点からも、

積極的にe-Taxでの申告をお勧めいただきますようお

願い申し上げます。

　ここに新しい年を迎えましたが、一日も早く新型

コロナウイルス感染症が終息し、従前のように「よ

き経営者をめざすものの団体」として、地域や会員

企業の発展に貢献できる「魅力ある法人会」の事業

活動を展開できる年となることを強く切望いたしま

す。

　最後になりましたが、税務ご当局をはじめ関係各

位の変わらぬご指導、ご支援をお願い申し上げます

とともに、会員の皆さまのますますのご健勝と事業

のご繁栄を心からご祈念申し上げ、年頭のごあいさ

つといたします。
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年頭のごあいさつ
名古屋国税局　課税第二部長

鈴木　友康

　令和三年の年頭に当たり、公益社団法人熱田法人

会の皆様に謹んで新年の御挨拶を申し上げます。

　会員の皆様には、平素から税務行政につきまして

深い御理解と格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。

　昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響による

自粛要請や緊急事態宣言の発出等が行われ、様々な

局面で異例の対応を強いられる年となりました。

　一方、東海地方出身の藤井聡太棋士の史上最年少

での２冠獲得と八段昇段といった次世代を担う若者

が活躍するという大変喜ばしい出来事もありました。

　このような中で、新しく迎える年が、会員の皆様

にとって希望の多い充実した年となりますことを祈

念いたしますとともに、貴法人会が引き続き魅力あ

る事業活動を展開され、会員企業と地域社会の発展

に一層の貢献をされますことを御期待申し上げます。

　さて、税務行政を取り巻く環境は、経済活動のＩ

ＣＴ化やグローバル化などにより大きく変化してお

ります。このような状況の下、「納税者の自発的な納

税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」という私

どもに課された使命を果たすためには、「納税者の利

便性の向上」と「課税・徴収の効率化・高度化」を

２本柱とする税務行政のスマート化を目指す必要が

あります。その実現に向けて、申告・納付のデジタ

ル化の推進等に取り組んでいるところではあります

が、これらの取組を成し得るためには、ｅ-Ｔａｘや

マイナンバー制度の普及・定着が必要であり、法人

会の皆様の御協力が不可欠であると考えております。

　また、昨年は、多くの企業の方にとって、軽減税

率制度実施後の初めての確定申告となりましたが、

概ね円滑に行っていただくことができたと考えてお

り、法人会の皆様が、説明会の開催や制度の周知・

広報活動など幅広く御協力をいただきましたこと、

この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

　今後は更に、軽減税率制度の定着・インボイス制

度の円滑な導入に向けて取り組んでいくこととして

おりますので、引き続き、御協力を賜りますようお

願い申し上げます。

　さらに、貴法人会において作成されております「自

主点検チェックシート」及び「自主点検ガイドブッ

ク」は、納税者の皆様の税務コンプライアンスの向

上に役立つものであり、極めて有意義な取組と考え

ておりますので、今後も積極的な取組をお願いいた

します。

　国税当局といたしましては、今後も法人会の皆様

との連絡・協調を密にしながら適切な対応に努めて

まいりますので、一層の御理解と御協力を賜ります

ようお願い申し上げます。

　結びに当たりまして、公益社団法人熱田法人会の

更なる御発展と、会員の皆様の御健勝並びに事業の

ますますの御繁栄を祈念いたしまして、年頭の御挨

拶とさせていただきます。
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年頭のごあいさつ
熱田税務署長

飯田　敏博

　令和三年の年頭に当たり、謹んで新年のお慶びを

申し上げます。

　公益社団法人熱田法人会の皆様方には、日頃から

税務行政に対しまして、格別のご理解とご協力を賜

り、厚く御礼申し上げます。

　貴会におかれましては、全国法人会総連合が掲げ

る「税のオピニオンリーダー」、「企業の発展を支援」、

「地域の振興に寄与」の理念に基づいた事業活動に取

り組まれておられます。

　昨年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の

影響により、事業活動も「新しい生活様式」を取り

入れるなど、従来と比べ制約を受ける場面が多々あ

りました。

　このような中でも「企業の税務コンプライアンス

向上」への取組をはじめとする税務研修会、各種講

演会の開催、「税を考える週間」の広報車による広報

活動のほか、租税教室への講師派遣など、正に法人

会の基本理念に合致した事業活動に取り組まれてお

り、これはひとえに、役員の皆様方の優れた指導力

と会員の皆様の熱意と行動力の賜物と深く敬意を表

する次第であります。

　さて、最近の税務行政を取り巻く環境は、経済活

動の国際化・高度情報化の進展により大きく変化し

ております。このような状況の中、私どもといたし

ましては、納税者サービスの充実とともに適正・公

平な課税・徴収に努め、中長期的に目指すべき将来

像を公表し、様々な取組を行っております。

　具体的には、ＩＣＴやマイナンバーの活用による納

税者の皆様の利便性の向上と税務署の内部事務等の

集中処理など事務運営の最適化を通じて税務行政の

スマート化を目指し、より効率的で質の高い行政サー

ビスの提供に努めてまいる所存であります。

　例えば、所得税の確定申告については、地方公共

団体が発行するマイナンバーカード又は税務署が発

行するＩＤ・パスワードを利用して、スマートフォ

ンからｅ‐Ｔａｘ（電子申告）をすることができるよ

うになっております。

　間もなく令和二年分の所得税等の確定申告の時期

を迎えますが、例年、確定申告会場（ウインクあいち）

には、大変多くの方が来場されます。コロナ禍の確

定申告において、最大限の感染防止策を講じていく

こととしておりますが、何より、ご自身のスマート

フォンやご自宅のパソコンから国税庁ホームページ

にアクセスし、確定申告書を作成いただき、インター

ネットを通じて申告していただくｅ‐Ｔａｘは、便利

かつスピーディー、安心・安全で究極の感染防止策

であろうと考えております。

　大切な従業員の皆様を守る観点からも、従業員の

皆様へのｅ‐Ｔａｘ利用の周知等にご協力を賜ります

ようお願い申し上げます。

　昨年中も、貴会におかれましては、ｅ‐Ｔａｘの普

及・拡大に向けて、会員の皆様方の積極的なご利用、

会を挙げての推進活動及び私どものニーズを踏まえ

た広報活動等をしていただいており、改めて深く感

謝申し上げますとともに、引き続きご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。

　結びに当たりまして、公益社団法人熱田法人会の

更なるご発展と会員の皆様方のご健勝並びに事業の

ますますのご繁栄を心から祈念し、年頭の挨拶とい

たします。
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年頭のごあいさつ
名古屋税理士会　熱田支部長

荒川　達典

　明けましておめでとうございます。

　令和三年の年頭にあたり、公益社団法人熱田法人会

会員の皆様に、謹んで新年のお慶びとご挨拶を申し

上げます。

　公益社団法人熱田法人会会員の皆様には、旧年中

も名古屋税理士会熱田支部の活動に対し、深いご理

解と温かいご協力を賜り、心より御礼申し上げます。

　公益社団法人熱田法人会と名古屋税理士会熱田支

部は、熱田税務連絡協議会を通じて緊密かつ強固な

協力関係を築かせていただいており、それぞれの相

互理解のもと地域社会に貢献し、納税環境の整備と

申告水準の向上を目指し活動を行ってきております。

今後とも信頼と協調をもとに一層の連携を深めてま

いりたいと存じます。本年もよろしくお願い申し上

げます。

　さて昨年の世界景気は、米中通商摩擦が後退し、

製造業を中心に持ち直して、緩やかながら上向きに

転じるとみられていたところ、新型コロナウイルス

感染症の拡大という、これまで誰も予想しえなかっ

た事態によって、人々の生活から著しく制限され、

非常に厳しい状況にありました。世界経済の先行き

不透明感が拭えない状況が続くなか、秋にはアメリ

カ合衆国の大統領選が行われ、新しい時代の到来を

期待しつつ一年を終えました。

　新年を迎えても、まだ新型コロナウイルス感染症

の終息が期待できない状況下にあって、外食・旅行

などの消費活動の制限が続いていくと考えられ、景

気は持ち直しつつも感染再拡大を巡る不確実性が家

計・企業の活動を委縮させ、賃金引上げに向けた原

資を安定的に確保することが困難な企業が増えてく

ることも予想されます。景気を後押しするため、税

制面においては、企業活動の下支えを行いつつ、ポ

スト・コロナ時代を見据えた経済成長軌道への回復

を図る政策が講じられることを期待しています。

　このような情勢の中、企業の経営者の方々は、慎

重な経営のかじ取りを求められております。社会・

経済環境の変化、税制等への対応を踏まえて、個々

の事業の発展と、正確な税務申告と納税の円滑な推

進を図るため、今後、公益社団法人熱田法人会の皆

様が果たす役割は、さらに重要なものとなります。

　私ども名古屋税理士会熱田支部は、研修等の一層

の充実、会員相互の連携を密にして、支部会員こぞっ

て税の専門家としての資質の向上に努め、公益社団

法人熱田法人会との連携・協力をさらに進めて、地

域社会への貢献と、納税環境の整備改善、申告水準

の向上に努めるべく、手を携えこの厳しい状況を乗

り切るため頑張ってまいりたいと存じます。

　本年は明るい年、景気浮揚の年となることを願っ

てやみません。今後とも、一層信頼される団体とし

てご活躍されることをご期待申し上げるとともに、

引き続き当支部に対してもご支援・ご協力をお願い

申し上げ、公益社団法人熱田法人会のますますのご

発展と、ご繁栄並びにご健勝をご祈念申し上げ、年

頭のご挨拶とさせていただきます。
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このたび次の方々が表彰の栄誉を受けられました。
心からお祝い申しあげます。

納税表彰者 名古屋国税局長表彰

加野 元道 氏
名古屋市場運輸株式会社
代表取締役
本会副会長

熱田税務署長表彰

佐藤 太加夫 氏
株式会社 佐藤製作所
代表取締役
本会常任理事

盛田 一行 氏
金城ライト株式会社
代表取締役
本会理事

久田 耕一郎 氏
愛知絞販売株式会社
代表取締役社長
本会理事

高島 紀子 氏
熔接器材株式会社
本会執行委員

熱田税務推進協議会長表彰

加藤 武功 氏
株式会社 名濃
取締役専務
本会理事

山田 　昇 氏
株式会社 大成商会
代表取締役
本会執行委員

篠田 千恵 氏
愛知豊明花き流通協同組合
係長
本会執行委員
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税制研修会（署長講演）

大規模法人等合同講演会・税務研修会

　令和２年９月24日（木）熱田神宮会館におい
て、税制研修会を開催した。
　研修会は、７月に熱田税務署長にご就任され
た飯田敏博様を講師にお招きし「税務行政の今、
そして未来」と題してご講演をいただいた。
　「コロナ禍における税務行政」では、税法上の

各種特例や助成金等の課税関係など、「スマート
行政」ではＩＣＴやＡＩを活用したスマート化
などの税務行政の将来像など有意義な講話に加
え、国税局調査部の勤務経験を踏まえた「調査
部あるある」など分かり易くご説明いただいた。

　令和２年10月23日（金）サイプレスガーデン
ホテルにおいて、昭和・熱田・半田・中川の４
法人会の「大規模法人等合同講演会・税務研修会」
が開催された。
　参加者はマスクを着用、受付時の検温と手指
消毒の実施及びソーシャルディスタンスを確保
した配席など新型コロナウイルス感染防止対策
を徹底して開催された。
　講演会は、中川法人会林謙治会長のあいさつ
に続き、中川税務署長猿渡利子様から来賓あい
さつをいただいた後、名古屋国税局調査部長野
路英幸様より「税務行政の現状と課題」と題して、
税務行政を取り巻く環境の変化に対するＩＣＴ

を活用した
納税者の利
便性向上と
課税・徴収
の効率化・
高度化を柱
とする「ス
マート税務行政」に向けての取り組みについて
ご講演をいただいた。
　続いて、調査審理課課長木下篤様より「申告
書作成のチェックポイント」と題して、申告書
作成にあたり誤りの多い項目とそのチェックポ
イントについて詳しくご説明いただいた。
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令和３年度税制改正要望活動
公益社団法人 熱田法人会

令和２年10月15日（木曜日）
　近藤 昭一 衆議院議員訪問
　訪問者　鈴木税制担当副会長
　　　　　富田税制委員長
　　　　　堀江税制副委員長

令和２年10月17日（土曜日）
　工藤 彰三 衆議院議員訪問
　訪問者　鈴木税制担当副会長
　　　　　加藤税制副委員長

令和２年10月19日（月曜日）
　牧　義夫 衆議院議員訪問
　訪問者　鈴木税制担当副会長
　　　　　加藤税制副委員長

令和２年10月19日（月曜日）
　池田 佳隆 衆議院議員来訪
　面談者　富田税制委員長
　　　　　堀江税制副委員長

令和２年10月19日（月曜日）
　伊藤 孝恵 参議院議員訪問
　訪問者　鈴木税制担当副会長
　　　　　林税制副委員長

令和２年10月26日（月曜日）
　小浮 正典 豊明市長訪問
　訪問者　鈴木税制担当副会長
　　　　　鈴木税制副委員長

税制委員長　富田 勘司
　公益財団法人全国法人会総連合と一般社団法人愛知県法人会連合会では「令和３年度税制改正提言」
を実現するために衆参両国会議員、県市の行政長に直接要望書を手渡し、ご説明する活動を行なっていま
す。当法人会でも、立憲民主党の近藤昭一衆議院議員、自民党の工藤彰三衆議院議員、立憲民主党の牧 
義夫衆議院議員、国民民主党の伊藤孝恵参議院議員、小浮正典豊明市長を訪問し提言書を説明の上、お
渡しいたしました。また、自民党の池田佳隆衆議院議員は当法人会事務局を訪問されましたので、提言書
を説明の上、お渡ししました。
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10月研修会

　令和２年12月２日（水）、女性部会研修会を熱田
神宮会館で開催しました。第一部は熱田税務署長
講演、第二部は体験型の研修会として、コロナ禍
の中ですが、25名の方に参加いただきました。
　第一部は、熱田税務署長の飯田敏博様を講師と
してお迎えしまし
た。地元名古屋市出
身の飯田様は、名古
屋国税局調査部や
数々の税務署を経て
７月に現職に着任さ
れました。ご家族の
ことや趣味などの簡
単な自己紹介をされ
たあと、コロナ禍に
おける税務行政、調
査部あるある、女性
活躍社会の３点を主
軸に「税務行政の今」と題して講演いただきました。
身近な確定申告を手始めに税務についてのかみ砕
いた説明やお知らせ、調査部の色々と興味深いお
話、国税局職員の女性比率を含めた女性の活躍に
ついてのお話で、今後は女性の活躍が極めて重要
と、講演をまとめられました。まじめに、そして
笑いを交えながらの１時間は、とても有意義で
した。
　第二部では、講師にフラワーデザイナーの間瀬
邦子様を、講師補助に愛知豊明花き流通協同組合
の太田主任をお迎えして、「お花で楽しむクリスマ
ス」と題したフラワーアレンジメント体験を行い
ました。リースをイメージした銀色のワイヤーに
リボンを絡め、真っ赤なバラ、白のデンファレ、
薄緑のカーネーションやコニファー類、金色の松

ぼっくりやシナモン
を使い、それぞれの
花言葉やアレンジの
仕方、クリスマスア
ドベントのお話など
を交えてアレンジの
ご指導をいただき、
花と緑に癒される45
分間を過ごしました。会場の照明や、体験中に流
れた音楽もクリスマスをイメージしたもので、少
し早めのクリスマス気分を味わえたのではないで
しょうか。

　講師の方々には、年の瀬の押し迫る中、快く講
演を引き受けていただいたことに心から感謝を申
し上げ、今後益々のご活躍をお祈りしております。
　なお、今回も社会貢献事業のタオル寄贈にご協
力をいただきました。誌面をお借りして御礼申し
上げます。集まったタオルは、管内の消防署や社
会福祉施設等にまとめて寄贈予定です。

12月研修会

　令和２年10月16日（金）、女性部会研修会を開催
しました。例年より１ヶ月遅れての開催でしたが、
28名の参加がありました。
　今回は、

ながぬましず
長沼静きもの学院名古屋校から服部徳子

教室長はじめ４名の講師をお迎えし、日本伝統工芸
「くみひも」について講義があり、実際に組紐を組
んで「

うめむす
梅結び」を結ぶ体験をしました。初代の名

前を冠する長沼静きもの学院は、国内初の着付け
教室として昭和42年に開校、昭和49年から組紐を
教え始めたそうです。きものを通した女性の生涯
教育という初代の志を継いで、着付けや組紐を教
え続けていらっしゃいます。
　紐自体の歴史は古く、縄文時代まで遡ることが
できるそうです。組紐としては、平安時代に貴族
の装束や太刀の緒などに用いられ、鎌倉時代は武
具や馬具に用いる丈夫さを求められ、時代が下る
ごとに用途が多様化し、現代では私たちが目にす
る帯締、羽織紐などの装飾に用いられています。
　組紐とは、１本以上、数十本の糸を１単位とし、
それを３単位以上一定の組み方で交互に交差させ
てできる紐のことです。今回は「重ね四つ組」と
いう組み方で、最初は、間違えないよう慎重に作
業していましたが、30分もすると手慣れてきて「こ
れ、ボケ防止にもいいかしら」などと軽口が出る
ようになりました。長さ70~80cmになったところ
で端の始末をしてもらって組紐はできあがり、あ
とは「梅結び」というところで、結び方が難しい
ことが判明しました。それでも、梅結びを苦労し
て完成させると喜びもひとしおで、ブローチにし
ようか、カバンにつけてみようかなど、マスク越

しに談笑する姿がそこかしこにありました。コロ
ナ禍の影響を考慮して行う久しぶりの研修会で、
女性部会員の元気なお姿や楽しそうな笑顔を拝見
できたことは、何よりでした。
　組紐体験という素敵な時間にご協力をいただき
ました長沼静きもの学院講師の皆様には、心から
感謝を申し上げ、今後益々のご活躍をお祈りして
おります。
　なお、今回も社会貢献事業のタオル寄贈にご協
力をいただきました。集まったタオルは、管内の
消防署や社会福祉施設等に寄贈する予定です。あ
りがとうございました。
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税務署

なお、納税者の皆様には、より利便性の高いダイレクト納付などのキャ

ッシュレス納付やコンビニでの納税など、様々な納付方法を紹介させてい

ただきますので、ご利用をお願いします。 

国税庁 又は右のコードからアクセス
※掲載コードのリンク先は予告無く変更又は削除

する場合があります。

各種納付方法については、職員にお気軽にお尋ねください。 

国税庁ホームページ（httpｓ://www.nta.go.jp）でもご確認いただけます。

別紙３
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◎ ご利用に当たっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続きを行った上、ダイレクト納付専用

の届出書を提出していただく必要があります。 

金融機関での納付 
納付書をお持ちであれば、金融機関で、現金に納付書を添えて納付するこ

とができます。 

クレジットカード納付 

インターネットバンキング等からの納付 

パ ソコンや スマホ から 「国税クレジットカードお支払サイト」

（https://kokuzei.noufu.jp）へアクセスし、所定の項目を入力することで

クレジットカードによる納付ができます。 

◎ 納付税額に応じた決済手数料がかかります。 

インターネットバンキングやＡＴＭ等から納付できます。 

◎ ご利用に当たっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続きが必要です。 

 

口座振替による納付 

事前に指定した納税者ご自身名義の預貯金口座から、国税庁が指定する振

替日に、口座引落しにより納付することができます。 

◎ 納付書は税務署や申告会場でお受け取りください。 

◎ ご利用に当たっては、事前に税務署又は希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書を提出し

ていただく必要があります。 

自宅で 
完結！ 

自宅で 
完結！ 

自宅で 
完結！ 

ＱＲコードを利用したコンビニ納付 
パソコンやスマホから納付に必要な情報（氏名や税額など）を「ＱＲコー

ド」（ＰＤＦファイル）として作成し、出力又はスマホに保存のうえ、コンビ

ニで、「ＱＲコード」を「Loppi」「Famiポート」端末に読み取らせることで、

バーコード（納付書）を出力し、コンビニで納付することができます。 
◎ 利用可能額は、バーコード（納付書）１枚につき30万円以下となります。 

※ ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。 

各種納付方法の詳細は、国税庁ホームページ 

（https://www.nta.go.jp）をご確認ください。 

ダイレクト納付 自宅で 
完結！ 

ご自宅やオフィス等からe-Taxにより申告書等を提出した後、納税者ご自

身名義の預貯金口座（複数の預貯金口座が利用可能）から、即時又は納付日

を指定して、口座引落しにより納付することができます。 

別紙４
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① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の

維持を困難にするおそれがあると認められること。

② 納税について誠実な意思を有すると認められること。

③ 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。

④ 納付すべき国税の納期限から６か月以内に申請書が提出されていること。

※ 担保の提供が明らかに可能な場合を除いて、担保は不要となります。

（注）既に滞納がある場合や滞納となってから６月を超える場合であっても、税務署長の 

職権による換価の猶予（国税徴収法第 151 条）が受けられる場合もあります。 

猶予制度の詳細はこちら 

v 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により 

税務署に申請することにより、納税が猶予されます 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場

合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として

１年以内の期間に限り、猶予が認められますので、所轄の税務署（徴収担当）にご

相談ください。

○ 要件
 税務署において所定の審査を早期に行います。 

▶ 原則として１年間納税が猶予されます。（状況に応じて更に１年間猶予される場合があります。）

▶ 猶予期間中の延滞税が軽減されます。

▶ 財産の差押えや換価（売却）が猶予されます。

○ 猶予が認められると・・・

国税庁 

（申請による換価の猶予：国税徴収法第 151 条の２） 

 
お気軽にお電話で 

ご相談ください！ 

（納期限前から相談できます） 

令和２年９月 

特例猶予を受けた方も 

ご利用いただけます！ 

 更に個別の事情に該当する場合は、他の猶予制度を活用することもできます。 
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 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備

品や棚卸資産を廃棄した場合 

（ケース１）災害により財産に相当な損失が生じた場合 

 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付でき

ない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額 

（ケース３）事業を廃止し、又は休止した場合 

 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税

を一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額 

（ケース４）事業に著しい損失を受けた場合 

 新型コロナウイルス感染症に納税者（ご家族を含む。）がり患された場合のほか、新

型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、

猶予が認められることがありますので、所轄の税務署（徴収担当）にご相談ください。 

個別の事情に該当する場合は、その旨をお申し出ください 

 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付で

きない額のうち、医療費や治療等に付随する費用 

（ケース２）ご本人又はご家族が病気にかかった場合 

税務署において所定の審査を早期に行います。 

 ▶ 原則として１年間納税が猶予されます（状況に応じて更に１年間猶予される場合があります。）。 

▶ 猶予期間中の延滞税が軽減又は免除されます。 

▶ 財産の差押えや換価（売却）が猶予されます。 

○ 猶予が認められると・・・ 

（納税の猶予：国税通則法第 46 条） 

 猶予制度に関する個別のお問合せについては、所轄の税務署の徴収担当にご

相談ください。 

【受付時間】８：30～17：00（土日祝除く。）  

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm 

まずは所轄の税務署（徴収担当）へ電話で、ご相談ください 

所轄の税務署を調べる 
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スマホ×確定申告 －ネクストステージ－

進化するスマート申告!
～5つのステップで手続完結!～

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5

国税庁HPへ
アクセス

申告書データ
を保存

金額などを
入力

提出方法を
選択

e-Taxで
送信

STEP 2 提出方法を選択

インターネットを開い
て、｢確定申告｣と検索
してください。

iPhoneの方

Androidᵀᴹの方

STEP 1 国税庁ホームページへアクセス

国税庁ホームページに
アクセスし、｢作成開
始｣をタップしてくだ
さい。

収入や控除の質問に
順番にお答えくださ
い。

提出方法の選択

○マイナンバーカード方式
マイナンバーカードとマイナンバー
カード読取対応のスマートフォンを
お持ちの方(一部の端末のみ)

完了通知に記載されている
ID・パスワードを入力してく
ださい。

ID（利用者識別番号）

パスワード（暗証番号）

1234567812345678

a12345678

確定申告

見本

ID・パスワード方式

マイナンバーカード方式

ID・PW
が目印

画面の案内に従っ
て、「マイナポー
タルAP」をイン
ストールしてくだ
さい。

マイナンバーカードを認証し
て事前準備をしてください。

対応端末の一覧はこちら→

○ID・パスワード方式
「ID・パスワード方式の届出完了通
知」をお持ちの方（全ての端末）

※ マイナンバーカードや完了通知をお持ち
でない方は、裏面下のカードの取得方法
又は完了通知の発行をご確認ください。
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STEP 5 申告書データを保存

STEP 3 金額などを入力

給与所得の源泉徴収票
など、収入に関する書
類を基に入力してくだ
さい。

収入の入力

医療費や寄附金の領収書な
ど、控除に関する書類を基
に入力してください。

氏名・住所・マイナン
バーなどを入力してく
ださい。

マイナンバーを
お忘れなく!

控除の入力 氏名等の入力
STEP 4 送信

※ 提出方法が｢書面｣の方はSTEP5へ

国税庁 法人番号7000012050002 R2.9

印刷画面まで進んだら
申告｢帳票表示・印刷｣を
タップしてください。

iPhone

Android

申告書が表示されるので、
画面下の「共有」ボタン
をタップしてください。

｢ファイルに保存｣を選
択してデータを保存し
てください。

申告書が表示されるとと
もに、自動的に端末内の
ダウンロードフォルダに
データが保存されます。

保存したデータは
「Chrome」から後で
確認できます。

保存したデータは
｢ファイル｣から後で確
認できます。

e-Taxで送信してください。

※ 提出方法が｢書面｣の方は、保存した申告書データをご自宅のプリンタやコンビニエンスストア等のプリントサービス（有料）
で印刷し、郵送等で提出してください。

･ iPhone、Safariの名称及びロゴは、米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
･ Android、Chrome 、Chromeの名称及びロゴは、Google LLC の商標または登録商標です。

i

※ ご利用には別途通信料がかかります。
※ このチラシには開発中の画面が含まれておりますので、実際の画面と異なる場合があります。（一部、令和元年分の画面を使用しています。）
※ ID・パスワード方式は暫定的な対応ですので、お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。また、メッセージボックスの閲覧には、マイナンバーカード等が必要です。

※ 申告内容によって表示画面は
異なります。

｢ID・パスワード方式の届出完了通知｣については、税務署で職員と対面による本人確認を行った後に発行します。発行を希
望される場合は、申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。
平成30年1月以降、税務署や確定申告会場にお越しになられた方で、既にID・パスワード方式の届出を提出された方は、申告
書の控えと一緒に保管されている場合がありますので、ご確認ください。

ID・パスワード方式の届出完了通知の発行について

※ マイナンバーカードを使ってマイナポータルから生命保険料控除証明書などの情報を取得することで、申告書の作成時に証明書の金額・発行元の情報などが自動
入力されます。

i マイナンバーカードの取得方法について
スマートフォン・パソコン・郵便などで申請でき、無料で取得できます。
詳しくは、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。

スマホによる申請はこちらから→

(※)
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国税国税のの納付納付はは

ダダダダイイイイレレレレククククトトトト納納納納付付付付ののののごごごご利利利利用用用用をををを！！！！
名古屋市内法人会 推進合同会議

（公社）熱田法人会 （公社）名古屋中法人会 （一社）名古屋東法人会

（公社）千種法人会 （公社）名古屋北法人会 （公社）名古屋西法人会

（公社）名古屋中村法人会 （一社）昭和法人会 （一社）中川法人会 

これまで、名古屋市内９法人会は連携して、会員の皆様から関与税理士の方に

代理送信依頼を行う活動に取り組んできました。その結果、名古屋市内の

利用割合は、増加傾向にあります。

そこで、名古屋市内９法人会は、会員の皆様から関与税理士の方への代理送信

依頼活動を継続して取り組むことと致しますので、ご理解とご協力をお願い致し

ます。

会員企業の皆様におかれましては、関与税理士の方に対しまして、機会をとら

えて

「当社の申告は、 でお願いします」とお伝えください。

会員企業の皆様のこの一言が、 利用割合の向上に繋がります。

申告書の代理送信依頼のお願い

ダイレクト納付とは、事前に税務署に「ダイレクト納付利用届出書」を提出

しておけば、 を利用して電子申告等又は納付情報登録依頼をした後に、

簡単な操作で、届出をした預貯金口座からの振替により、即時又は指定した期

日に納付することができる電子納税の納付手段です。

○インターネットを利用できるパソコンがあれば、利用可能です！

○インターネットバンキングの契約が不要です！

○利用者識別番号（ＩＤ）と暗証番号（ＰＷ）のみで手続きが行えます！

⇒電子証明書の添付やＩＣカードリーダーは不要です！

ダイレクト納付とは？

○金融機関や税務署の窓口に出向く必要はありません！

⇒源泉所得税を毎月納付している方に便利です！

○即時又は納付日を指定して納付することができます！

○納付する際、預金口座を指定できます！

簡単

便利
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研修会

　令和２年11月26日（木）に熱田神宮会館２階において、熱田
税務署副署長　石丸真吾氏をお迎えし、「査察（マルサ）調査に
ついて」と題して税制研修会を開催しました。
石丸副署長は国税局査察部でのご勤務が長く、査察調査の状

況や方法などご経験を踏まえ、分かり易くお話しいただきました。
　コロナ禍での開催となりましたが、日頃接することのない「マ
ルサ」調査への関心も高く、募集人員（100名）を上回る申し込
みがあり、当日は80名を超す方にご参加いただきました。

◆税制研修会◆

支部の活動

●有松支部（久田耕一郎支部長）は、令和２年12月５日（土）フィール有松ジャンボリー駐車場 赤十
字テント内において、愛知県赤十字血液センター協力のもと、献血の安全性向上と安定供給を図るため、
地域の方々から献血にご協力いただけるように呼びかけを行ない、70名の方にご協力いただきました。

●大高支部（小川建支部長）は、児童養護施設を運営する社会福祉法人中
央有鄰学院に新型コロナウイルス感染症対策として、マスク４種類3,300枚
と外出自粛時に室内で利用できる運動用具と遊具用品を寄贈しました。
　令和２年12月９日（水）に、小川支部長ほか支部役員４名が、社会福祉
法人中央有鄰学院に赴き、寄贈しました。学院側からは子供たちが希望を
持ち続けられるよう、また将来自立できるよう有意義に活用させていただ
くとのお礼がありました。

●本城支部（佐藤太加夫支部長）は、星崎・笠寺・笠東小学校に、租税教育用図書及び貸出用の傘を
各校80本（大40本、小40本）計240本寄贈しました。貸出用の傘は、近年のゲリラ豪雨などの突発的な
降雨時に、傘を持参していない児童の健康と安全を守るため貸出用の置き傘を備えたいとの学校側の
要望を受け寄贈したものです。
　令和２年12月14日（月）に、佐藤支部長ほか支部役員２名が、星崎小学校に赴き、代表して星崎小
学校校長先生に寄贈しました。
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県内県内

２０２０年７－９月期実績、
10－12月期および

２０２１年１－３月期見通し

調査時点　２０２０年９月中旬
調査対象（愛知、岐阜、三重）

有効回答企業数　４０８社（回答率　４９．３％）

（日本政策金融公庫 熱田支店　中小企業事業提供）

中小企業の景況は、新型コロナウイルス感染症の
影響により依然として厳しい状況にある。

［業況判断D.I.］
　　今期（2020年７－９月期）の業況判断D.I.（全産業）は、前期（2020年４－６月期）の
▲70.7から10.9ポイント上昇し▲59.8となった。

　　先行き（全産業）は、１期先（2020年10－12月期）は▲48.0に、２期先（2020年１－３月期）
は▲32.2にいずれも今期実績からマイナス幅が縮小する見通し。

　　産業別では、製造業の今期実績は前期から12.3ポイント上昇し、▲69.3となった。先
行きは、１期先は▲59.7に、２期先は▲37.9にいずれも今期実績からマイナス幅が縮小
する見通し。非製造業の今期実績は前期から10.0ポイント上昇し、▲50.0となった。先行
きは、１期先は▲35.9に、２期先は▲26.2にいずれもマイナス幅が縮小する見通し。

［業種別業況判断D.I.］
　　今期の業況判断D.I.を業種別に見ると、製造業は、主要７業種のうち鉄鋼を除く６業
種で上昇した。先行きについては、業種によってまちまちであるが、製造業全体として
は今期実績からマイナス幅が縮小する見通し。

　　非製造業は、主要４業種のうち、運送業（除水運）、卸売業、小売業の３業種で上昇した。
先行きについては、非製造業全体としてはマイナス幅が縮小する見通し。

売上
利益
製品在庫

Ｄ．Ｉ．の推移

業況総合判断Ｄ．Ｉ． 東海三県

全　　国
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　　今期の業況判断D.I.を業種別に見ると、製造業は、主要７業種のうち鉄鋼を除く６業
種で上昇した。先行きについては、業種によってまちまちであるが、製造業全体として
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先行きについては、非製造業全体としてはマイナス幅が縮小する見通し。

売上
利益
製品在庫

Ｄ．Ｉ．の推移

業況総合判断Ｄ．Ｉ． 東海三県

全　　国

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

（Ｄ.Ｉ.） 実績 予想

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

（Ｄ.Ｉ.） 実績 予想

20152011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020
（年度）
2021

20152011 2012 2013 2014 2016 2017
（年度）

2018 2019 2020 2021

21



会員の皆様へ

令和３年４月より会員手帳が新しくなります
　同封しました会員手帳は令和３年４月以降に開催されます事業にご持参ください。
　なお、事業によっては、会員手帳が不要な場合もございますので、送付します案内ハガキ等でご確認をお
願いいたします。

新会員手帳（令和３年４月より使用）
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「税を考える週間」の街頭広報
　11月11日から17日までの「税を考える週間」事業の一環として、

令和２年11月11日（水）朝９時15分に広報車の出発式を熱田税務

署で行いました。11日から12日の２日間、広報車で熱田区・南区・

緑区・豊明市でアナウンス

をしながら回り、納税意識

の高揚と熱田法人会のＰＲ

に務めました。なお、出発

式の模様は、中日新聞及び税

のしるべに掲載されました。

経理担当者研修会
　令和２年11月18日（水）、京都方面への会員企業経理担当者42名

の参加で実施しました。

　新型コロナウイルス感染症の影響で開催が危ぶまれましたが、

参加人員をバス定員の50％程度にするとともに、バス乗降時の手

指消毒の徹底など、十分な感染防止対策を講じて実施しました。

　バス車中では税理士先生による税に関する研修を行ない、紅葉

が見頃な大原三千院や平安神宮の参拝をしてきました。

「税に関する作品」発表
　熱田納税貯蓄組合連合会主催の令和２年度「税に関する作品」発表が

あり、小学生「税に関する習字」の部で平子小学校６年生 桜田真華さん、

中学生「税に関する作文」の部で豊明市立沓掛中学校３年生 石川愛佳さ

んの２名が公益社団法人熱田法人会長賞を受賞されました。今年はコロ

ナ禍のため表彰式はありませんでした。
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研＝研修会・セミナー、役＝役員会・役員研修会

開催年月日 支部名 区分 主　　な　　内　　容 出席数

2 . 4 . 13

5 . 18

6 . 22

6 . 22

7 . 14

7 . 20

8 . 24

8 . 25

9 . 28

10 . 12

11 . 4

11 . 4

11 . 4

11 . 4

11 . 13

12 . 8

12 . 13

緑 東

大 高

本 城

緑 東

本 城

緑 東

緑 東

本 城

緑 東

緑 東

高蔵旗屋

日 比 野

白 鳥

熱 田 南

本 城

本 城

本 城

役

役

役

役

役

役

役

役

役

役

研

研

研

研

役

役

役

「視察研修会中止」「合同講演会内容」等

報告書送付

報告書送付

「６支部合同役員会」「今年度事業計画」等

「支部活動について」審議

「講演会内容」「会計報告」等

「講演会内容」「次年度事業計画」等

「支部活動について」審議

「現状報告」「講演会内容」等

「役員改選」「講演会内容」「会計報告」等

熱田区４支部合同研修会「Withコロナ時代に役立つ情報」

熱田区４支部合同研修会「Withコロナ時代に役立つ情報」

熱田区４支部合同研修会「Withコロナ時代に役立つ情報」

熱田区４支部合同研修会「Withコロナ時代に役立つ情報」

「社会貢献活動内容」報告

「社会貢献活動内容」作業、「次年度事業」確認

「社会貢献活動内容」実施
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1

1
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8

8

8

9

24

12

8

15

16

8

2

支 部 の 動 き

新会員紹介
（令和２年８月～令和２年11月末）

支　部　名 法　人　名 所　　在　　地

高 蔵 旗 屋

高 蔵 旗 屋

高 蔵 旗 屋

日 比 野

鳴 海

スペース・アイ㈱

トヨタモビリティパーツ㈱

（同）ＭＩＮＤ

㈱グローバル・エステート

㈱美秀

熱田区新尾頭三丁目４－45

熱田区六野一丁目２－９

熱田区金山町一丁目16－７

熱田区青池町２－32

緑区四本木593
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主な事業予定

お知らせのページ

あつたの杜
令和3年1月

第128号（通巻173号）

ホームページ http://www.atsutahojinkai.or.jp

発行／公益社団法人 熱田法人会

印刷／株 式 会 社 鈴活印刷

編集発行人
広報委員：水野・関谷・伊藤・熊谷・久野・杉浦・丸山・市川・荒川・高島・横井　（順不同）

編集後記

　75 ～ 80年周期で時代を画する大きな出来事が起きていると耳にしました。数えて
みると2020年の75年前は1945年、さらに77年前は1868年となります。1945年は太平
洋戦争・第二次世界大戦終結の年、1868年は明治維新により明治時代が始まった年に
あたります。

　戦前とか戦後とか、あるいは維新以来とか明治になってとか言って、その年を境に時代の様相が大
きく変わったとみることが多いと思います。振り返ると、2020年は言うまでもなくコロナ感染症に襲
われ、コロナ前とかポストコロナとか言われる大きな節目の年になることでしょう。日々の生活は、
コロナに振り回され対応することばかりで大変でしたが、ちょっと長いスパンで眺めてみると、非常
に大きな節目の真っただ中を過ごしているのだと感じました。
　未来に目を向けてみると75~80年後は2100年とも言え、ちょうど切りの良い年であり、22世紀の入
り口となります。まだまだ先のことであり、考えても仕方ないと思いつつも、はてさてどんな年にな
ることでしょう。 Ｓ．Ｓ

訂正とお詫び　127号表紙写真撮影者の名前に誤りがありました。訂正いたしますと共に心からお詫
び申し上げます。
［誤］野村茂影　　　［正］野村茂彰

（ＮＸ熱田神宮ビル308号）

◎日　時

◎会　場
◎講　師

◎演　題

◎日　時
◎会　場

令和３年１月28日（木）
13：30～15：00
熱田神宮会館　２階
スポーツキャスター
元バレーボール女子日本代表選手
益子 直美 氏
「チャレンジ精神が私を変えた」

令和３年３月18日（木）～20日（土）
秋葉山圓通寺

新春講演会

生活習慣病予防健診

◎日　時

◎会　場

◎日　時

◎講　師
◎演　題

令和３年６月３日（木）
15：00～16：30（予定）
ホテルグランコート名古屋　７階

令和３年６月３日（木）
16：30～18：00（予定）
未定
未定

公益社団法人熱田法人会　定時総会

定時総会記念講演
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公益

当法人会は、会員に関する「個人情報」を、研修会・各種会議などの開催通知、広報誌

などの送付、福利厚生制度等のご案内など、本会の事業活動のために利用し、それ以

外の目的で利用することは一切ありません。



名古屋南支社/名古屋市中区金山1-13-13(金山プレイス7F)
TEL 052-331-3360


